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[論 文]

東アジア圏の教育における大学問交流と質保証システム

早田 幸政・望月 太郎・斉藤 賢治・堀井 祐介

島本 英樹・中村 征樹・渡辺 達雄・林 透

Exchange between Colleges and Universities in the East Asian Higher Education Area and 

Quality Assurance 8ystem 

Yukimasa HAYATA， Taro MOCHIZUKI， Takahiro 8AITO， Yusuke HORII， 

Hideki 8HIM品WTO， Masaki NAKMIURA， Tatsuo WATANABE， Tor・u HAYASHI 

In the second Summit between Japan， China and South Korea， held in October 2009， the three coun

tries agreed to facilitate the trilateral exchange between theiT colleges and universities and promote 

the infrastructural development of quality assurance in higher education. Hence， the CAMPUS Asia 

Pilot Program started and the cooperation toward the establishment of a transnational framework of 

quality assurance has been accelerated. Under the current situation， the Division of Higher Educa� 

tion Research and Development， Institute of Higher Education Research and Practice， Osaka Uni

versity， in collaboration with the University of Kanazawa， the University of Chiba， Japan Advanced 

Institute of Science and Technology and the Japan Unive1'sity Acc1'editation Association， conducted 

su1'vey research on exte1'nal/inte1'nal quality assurance systems of highe1' education in the above 

three countries plus Taiwan， as well as on the futu1'e common framework of quality assurance in 

highe1' education institutions in the East Asian area. Acco1'ding to the answers to the written inqui 

ries sent in advance of our visit to Hangzhou University in China and National Yang Ming University 

in Taiwan， and the results of the interviews with the staff during on visits at Hangzhou University， 

Shanghai Jiao Tong University and the Shanghai Education Evaluation Institute in China， and Yon 

sei Unive1'sity and the Korea Institute for Highe1' Education Evaluation in South Korea， we conclude 

as follows: Fi1'st， the importance of outcome assessment has been 1'ecognized and its methodology has 

been pursued and developed in each country. However， it is difficult fo1' the colleges and unive1'sities 

to 1'each an agreement in terms of Cl'吋it exchange even at national level. Fo1' this reason， the develop 

ment of common evaluation criteria and indicators based on global standards is important. Secondly， 

each university has to be autonomous so that it can develop an internal quality assurance system. In 

China， only majo1' universities like Hangzhou University are given autonomy and a1'e able to adjust 

externalfinternal quality assurance systems， while the othe1' minor colleges and universities lack au

tonomy and are forced just to follow the external quality assurance standards set by the state. How

ever， evaluating all colleges and universities by a single measure is problematic. Finally， the prospect 

of common framework of quality assurance in the East Asian higher education ar 



18 

はじめに一一問題の所在

昨 今の我が閣の大学にあって、 大学教育のグローパル

化に積極的対応を示す大学は、 良質の留学生の獲得に努

力を傾設している。 また、 海外の大学との教育連携を通

じ、 ダブル・デイグワープロ グラムやジョイント・デイ

グリープログラムを共i可逆用する大学も現れている。

留学生交流に:!!l::寓な実績をもっアメリカは、 アウトカ

ム評価を申hに、 教育質保誌のツールでもあるアクレディ

テーションの悶際展開を通じて、 国境を越えた大学関連

携を一層推進しようとしている。 欧州に日を転じると、

エラスムス計画に基づく共同教育プログラムの整備に加

え、 ボローニャ・プロセスを通じ、 欧州域内の学位と単

位に関わる制度の共通の枠組みの構築に向けた動きが加

速化されている。 加えて、 EU諸国の種々のI職業資格に

ついて、 相互比較を可能とするため、 学士課程や大学院

課程などの各教育課程レベルで修得すべき知識・スキ

1レ・能力を提示し、こうしたアウトカムの提示を通じて、

教育課程 学位 職業資格を連結させようとする動きも

顕在化してきている。 同様の!Jl}Jきは、 オーストラリアで

も展開されている。

一方、 来アジアに日を向けると、 域内の経済発展や技

術革新に伴う需要に対応すべく、 質・裁の雨前から高等

教育の整備が進められるとともに、 昨 今の状況として、

我が国を除き、 海外留学生の数も噌加の傾向にある。

こうした動きにi呼応するかのように、「高等教育質保

証機関の医l際ネットワーク(INQAAHE) の地域ネッ

トである「アジア太平洋資保証ネットワーク(AP QN)J

に加盟する大学質保証機関関の述携も強化されつつあ

る。

そうした中、 2009 (平21) 年10月に開催された第2

回 日中韓サミットにおいて、 3 か思聞の大学問交流を促

進するとともに、 その前提となる教育質保証の恭椴整備

を行うことで合意に達した。

このように、 東アジア凶においても、 大学教育のグ

ローパリゼーションに伴う質保証の共通枠組みの構築並

びに各国の質保証機関の評価の効力の相互認証の問題

が、 本格的に論議されることとなった。

t述の如く、 東アジア障において、 共通約な質保証枠

組みの下での大学問交流の模索が開始されようとする状

況の下にあって、 大学教育実践センター・高等教育研究

開発部門は、「束アジア地域の複数の大学を対象とする

書簡調査と訪問調査を通じ、 当該地域の教育質保証シス

テムの考察を行った上でこれを報告書に取りまとめるJ

とする部門固有の年度計画を掲げるとともに、 これを具

体化すべく「中 韓及び台湾の大学の調査を通じ、 共通

的な質保読の枠組みを考察しこれを書面化Jすることを

先に決定していた。 この調査研究プロジェクトは、 上記

計画に基づき、 本年4月-11月の期間中、 高等教育研

究湖発部門の専任スタッ7と、 その趣旨に賛同し本プロ

ジェクトに積様自Jに参加した本センターの専任スタッ7

による共同作業として実施された。 本プロジェクトにつ

いて、 付言すると、 それは、 金沢大学・大学教育開発支

援センターとの共同プロジェクトとしての性格も帯びて

おり、 同センターからは、 3 名の専任スタッ7の参加を

見た。 このほか、千葉大学、 北陸先端科学技術大学院大

学、 大学基準協会の各機関より、 それぞれl名の専任ス

タッフが参加した。

本稿は、 こうしたプロジェクトに恭づく調査研究の成

果を取りまとめたものである。

ここでは、 まず、 本プロジェクトにおける調査研究の

方法について説明した後、 東アジア圏での質保証を伴う

大学問交流に関わる高等教育政策の動向を瞥見する。 そ

の後、 韓国、 中図、 台湾の順に、 当該国の個別事例を摘

示しその検討を行う。 そして、 最後に、 本プロジェクト

の成果に関わる総括を行う。

1 調査の方法

本プロジェクトにおいては、 まず、 我が悶の高等教育

政策の動向を押さえた上で、 今回、 調資研究の対象とし

た中図、 韓国、 台湾の大学制度と大学教育の質保証シス

テムの調査を書ITfi�崎資の方法で行った。

これと並行して、 質保証を伴った大学問交流に関する

日本、 中医l、 税額の文教当局、 大学関係者による審議の

行方とともに、 この問題に関わる3 カ淘罰の合意内容に

ついて、上記同様、223而調安の方法でその確認を行った。

このような書面調査を踏まえ、 韓国、 中園、 台湾を対

象とする訪問調査に向け、 調査先に対する以下のような

質問・協議項目を作成した。

l 貴闘の大学評価システムは、 安田の大学の質保証に

貢献し得ていると考えるか。

2 貧困の大学評価システムに基づく大学評価を受審し

た感怨として、 その評価結果は、 貿大学の教育研究の

改善に役立つていると考えているか。 あるいは、 むし

ろ、 そのシステムを改める必姿があると考えるか。 あ

るとすれば、 それは、 どの部分か。
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3 .  j世界の大学評価の趨勢として、 大学の自己評価の過

程で、 それぞれの教育プロ グラムの「学習アウトカム」

を 自らの責任で測定 ・ 評価することが求められている

が、 投大学でも、 そのようなことが行われているか。

もし行われている場合、 どのような方法でそれが実施

されているのか (例えば、 達成皮の指標としてどのよ

うなものが設定され、 それが達成されたかどうかをい

かにして測定しているのか、 といったことなど)。

4. j立大学の中・長期的に目指す方向性 (教育、 研究、

相会貢献、 国際貢献等の視野に照らして) との関連に

おいて、 賀大学自身、 特色ある 自己評価活動を行って

いるか。 もし、 そうした営為を展開しているのであれ

ば、 その中身を具体的に教えてほしい。

5 来アジアi頚において、 質保証の共通的な枠組みを設

定して、 大学評価を行うことにより、 留学生交流や研

究者交流の活性化や、 個々の学生、 研究者の資質向上

にプラス作用すると考えるか。

6 そもそも、 束アジア閣において、 質保証の共通的な

枠組みを設定して、 大学評価lを行うことにどれだけの

7主義があると考えるか。 肯定する場合、 あるいは谷定

する場合、 いずれの場合においても、 その根拠・理由

を教えてほしい。

7 質保証の枠組みをアジア爾に限定するのではなし

その枠組みが妥当する領域をさらに広げることについ

ては、 どのようにお考えか。

なお、 上記の質問・協議項目については、 これを網羅

的に誠べるのではなく、 訪問先の関係者と面談する際の

手持ちの参照資料として活用できるものであること、 訪

問先の組織・機関の性格や面談調資の話の流れの中で、

協議事項を、 臨機応変に修正・変更することができるも

のであること、 について、 本プロジェクトの参加者全体

による合意が図られた。

以上のような作業プロセスを経た上、 3 カ|認それぞれ

の大学や質保読機関等に対する訪問調査を実施した。

韓国への訪問調査は、 20日年9月20 日-21 日の間目、

ソウルの大学教育協議会・大学評価院 (以下、「大学評

悩i院」と略記)、 延世大学を対象に行った。 訪問調査参

加者につき、 大阪大学関係者は、 烏本、 中村それに早田

であった。 また、 金沢大学大学教育開発・支援センタ}

の青野透、 渡辺達雄、 千葉大学普遍教育センターの前回

早苗、 北陸先端科学技術大学院大学大学院教育イニシア

テイブセンターの林透、 大学基準協会の栗林泉の各氏も

これに参加した。

この訪問調査に対し、大学評価i涜からは、 徐民i原 (8eo，

Min Won) ( 大 学 評 価 院 院 長 )、 徐 束錫 (8eo， Dong 

8eok) (アクレディテ}ション企画チーム統括)、 白丁

河 (Paek， J eong Ha) (アクレディテーション企画班

員)、 朴受鍛 (Park， Minah) (アクレディテーション

支援班員) の各氏がご対応された。 そして、 延世大学

からは、 李丙植 (Rhee， Byung 8.) (教育学部准教授)、

白貞美 (Baek， J eong Mi) (企蘭評価I室シニア研究員)、

李鍾五 (Bruce Lee) (殴際交流チーム部長) がご対応

された。

なお、 韓悶訪問調査に先立ち、 訪問先との折衝、 その

他各穣の情報交換の労を渡辺氏にとっていただいた。

中医への訪問司1�3!tは、 2011年9月5 日、 6 日の2 日間、

枕州の品rr江大学教育学院、 上海の上海師範大学及び上海

市教育評価îl完 (以下、「教育評価院Jと略記) を対象に

行った。 訪問調査参加者につき、 大阪大学関係者は、 望

月、 斉藤の両名に加えて、 金沢大学大学教育開発・支援

センターの堀井祐介の3 名であった。

この訪問調査に対して、i折江大学教育学院からは、 迂

利兵 (Wang， L ibing) (教育学院教授)、 宋告塔 (80ug，

Gilsun) (同制教授)、 網湖 (Kan， Yue) (問団l教授)、

庄市HWang， Hui) (高等教育研究所副研究員)の4 氏が、

上海師範大学からは、 胡国勇 (Hu， Guoyong) (教育学

院教授)と高耀明 (Gao， Yaoming) (同教授)の河氏が、

また上海市教育評悩続からは、 李耀剛 (Li， Yaogang) 

(高u院長)、 胡室 (Annie Hu) (高等教育評価所所長)、

郭朝紅 (Guo， Chaohong) (測研 究 員 )、 方示 (Fang，

Le) (プロジェクト マネージャ) がご対応された。

台 湾 へ の 訪 問 調 査 は、 2011年6月3 目、 台 北市 で

HEEACT年次総会が開催された際に、 この会合への参

加に併せて実施した。 訪問調査参加者につき、 大阪大学

大学教育実践センターから望月が単独で行った。 国立陽

明大学の賞嫡嫡 (Hwang， Jiuan.Jiuan) (医学系生理学

教室教授) とコンタクトを取り、F>fiき取り諦査を行うと

ともに識調での回答を依頼し、 後 日、 問答を受領した。

2 東アジア図での質保証を伴う大学間交流に罰わる

政策動向

上述した2009 (平21) 年10月の第2回 日中韓サミッ

ト (於 北京) において、 3 カ悶悶で高質の大学問交流

を促進すること、 その在り方を検討する有識者会議を設

置すること等で合意が凶られた。

この合意を受けて、 2010 (平22) 年4月、 東京で第 l
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回 日中韓火学問交流 速携推進会議が関jljiされ、 日中韓

の大学問交流の構想名称を「キャンパス アジア」とす

ること、 専門的な議論を進めるため、 大学問交流と質保

証の在り方を検討する2つのWGを設慣すること、 で合

意に迷した。

この後、 問年5月開催の第3図13中韓サミット(於

済川島) では、 ASEAN等へも波及する「キャンパス・

アジア構想Jの早期実現についても合意が図られた。

そして、「 日中韓における質保誌を伴った大学問交流

ガイドラインJ(案) が、 同年12月開催の第2 回 日中韓

大学問交流・述携推進会談(於 北京) において大筋で

認められ、 'R'2011(平23) 年5月の第3回 日中韓大学問

交流・連携推進会談(於 済州島) で悶ガイドラインは

最終確認された。

以下に、「白"1'緯における質保証を伴った大学問交流

ガイドライン」の骨子を簡単に列記する。

-本ガイドラインは、 日本、 中国、 韓国の大学問におけ

るま1の保証を伴った交流・連携を促し、 大学の国際競

争力を共に向上させることを目的とする。

本ガイドラインにいう大学問交流 述携は、「キャンパ

ス・アジア構想」を通じて実施することが考えられる。

また、 本ガイドラインは、 各国の大学制度や大学教育

の在り方、 各大学の教育や教育交流の内容・方法を拘

束するものではない。共同で共通の枠組みを模索する

に当っては、 相互利益が十分J!:�{1立されねばならない0

・各翻政府に対しては、 a) 包括性、 一貫性及び透明性

を備えた質保証枠組み作りの構築、 b) 関係大学に対

する交流プロ グラム参加の促進、 c) 質保証機関の活

動実施に対する支援、 を要請する0

・各国の関係文学に対しては、 a) 内部質保証システム

の構築、 b) 交流プログラムの効果的実施、 c) 良質の

学生支援、 を要請する0

・上記にいう「内部質保証Jの意は、 教育とこれを支え

る基本情報や交流プログラムの詳細な情報を公表する

こと、 体系的なカリキュラムの構成とともに、 シラパ

ス、 成絞評価lの水準等の一貫性が維持されること、 単

位授与、 成績評側、 単位互換の手続が、 当該国の法令

に準拠して行われていること、 を指す。

・各悶の質保証機関に対しては、 a) 質保証機関それぞ

れの質保証に係るプロセスの明確化と可視化の確保を

図ること、 b) 各国の質保証機関共悶で、 評価指標や

評価活動の夜り方を検討すること、 c) 間際交流プロ

グラムの質保証に効果的に従事できるよう、 評価員の

資質・能力を高めること、 を要請する。

-産業界を含むその他の関係者に対しては、 共問コース

の開発、 インターンシップの提供、 共同研究の実施な

ど、 3 カ国間の大学問交流プログラムへの必要な支援、

を要請する。

3 韓国調査の概要

(1 )韓国の質保証体制をめくる現況

まず、 最初に、 韓国における高等教育の量的規模を確

認しておきたい。

2008年現在、 高等教育機関の数は、 405 である。l司年

の大学進学率は、 83.8%と、 極めて高い{露である。大学

入学者人口は、 少子化のあおりを受けて、 減少が篠実な

情勢にあり、 学生獲得競争がし烈さを増すことが予想さ

れている。

今 日、 韓罰の質保証システムは、 より充実化の方向に

向かいつつある。

2008年12月、 大学情報公示制がスター卜した。また、

2009年l丹、 教育科学技術部令により大学に対し自己評

価が義務づけられるとともに、 大統領令によって、 外部

評価制度の導入も溺られた。これらー述の措置によっ

て、 各大学が基本情報を社会に公示することに加え、 2

年にl回以上自己評価を実施し、 その結果を社会に公に

することが必姿となった。また、 大学の発意により外部

評価機凋の評価を受若手した場合、 当該評価を自己評価と

して扱うことができるとともに、 法制j上、 今後は、 外部

評価の結果を財政支援と連動できることとしている。

ところで、 上記外部評価機関として活動するために

は、 政府・教育科学技術部の認定を得ることが必要であ

る。大学教育協議会の内部に設Eまされ一定の自律性を備

えた「詳細!完jが、 4年1M大学の機1M]評価を実施する評

価機関として認定されているほか、 10 の民間評価機関

が、 分野別外部評価機関としてその認定を受けている。

こうした 速の質保証の仕掛けを過して、 高等教育機

関の競争力を高めるとともに、 高等教育のグローパル化

にも対応できるよう、 その質の向上を図るための営為が

民間されている。

( 2)大学教育協議会の活動の経緯

1982年、 大学連合組織として大学教育協議会が設立

された。設立の趣旨は、 閣と大学の調渡的機能を果たす

こと、 大学の 自律性を高め健全な発展を支援すること、

大学問協力を促進すること、 そして大学評価を行うこ

と、 であった。
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1984年には、「韓国大学教育協談会法」が制定され、

法定事業として、 同協議会は、 大学評価の任を担うこと

となった。

大学教育協議会は、 1982年-1992年の期間、 2 サイ

クルの「包括的大学評価CComprehensive University 

Evaluation) JとH手ばれる大学評価を行った。そこでの

評価は、 大学述合体として行う自主的な評価に対する信

頼を基礎に、 大学の改善支援を目的とするものであっ

た。

同協議会は、 1994"F -2006年にかけて、「包括的大

学アクレディテーションCComprehensive University 

Accl'editation) Jと呼ばれる大学評価を、 上記同様、 2

サイクルに亘って行った。そこでの評価は、 適格認定を

{'I'うもので、 質の向上、 効率性、 アカウンタピリティ、

大学問連携、 といった視点が重視された。また、 これと

並行して、 1992年からは、「学科」を評価l単位とするア

クレディテーションも行われた。

しかしながら、 こうした大学評価の営みに対しては、

詳価基準の画一的運用などに基づく大学関係者らの不満

に加え、 少子化の影響をまともに被っている大学の質の

管理!という観点から見て、 そこでの評価は不十分であ

る、 グローノりレな通用組:をもちうるような言干制I古ぎなされ

ていない、 なと、の問題点が浮き彫りとなった。こうした

課題の克服なとも視野に入れながら、 政府の関与を強め

つつ新たに構築されたのが、 次にみる文学評古iシステム

である。

(3)大学評価院の現行の質保証システム

大学教育協議会は、 2010年11月、 政府・教育科学技

術部の認定を得て、 新たに「大学機関アクレディテー

ション (Institutional Accl'editation) J に 臨 む こ と と

なった。実施の第 l サイクルは、 2011年-2015年の期

間である。そして、 同アクレディテーションの具体的運

用を担うのが、 大学教育協議会内に設置された「大学評

価院 ( Centel' for・ University Accreditation) Jである。

この新たな大学評価システムは、 a) 第三者評価を通

じ、 大学教育の質保証を行う、 b) 大学の 自律性に背反

しない方式において、 アカウンタピリティを高める、 C)

大学教育の質保証に係る情報を享受するという市民の権

利を充足させる、 大学教育の悶際レベルでの比較可能性

を高める、 という目的を持げて迷用される。

大学評価院による大学評価を受審するかどうかは、 各

大学の任意に委ねられている。とは言え、 この大学評価

を受けると、 それを、 大学として2年毎に行うことが義

務づけられている自己評価として扱うことが認められて

いることや、 2014年よりそこでの評価結果が閣の財政

支援に、 さらには改組再編などとも連動していくことか

ら、 事実上、 全大学がその受審を義務づけられる状況に

ある。

大学評価院の大学評価において、 準拠すべき評価基準

は、 6 領域、 17 分野に亘り、 54 基準が設定されている。

54 の基準中には、 充足することが不可欠的に求められ

る必須充足基準が6含まれている (この点については、

〈表ー1) I評価対象の領域・分野、 評価基準数」を併せ

参照)。

申請を行った大学がアクレディッ卜されるためには、

全領域に亘り、 評価基準を充たしていることが必要であ

る。また、 上記の必須充足恭i\'f，は、 i去令準拠を求める基

準であり、 これら基準の全てを充足していることが粕対

的に婆請されている。これは、 新質保証システムの大き

な特徴でもある。もし、 1 つの領域においてでも、 基準

未充足の場合、 当該大学のアクレディットは「延期Jさ

れる。さらに、 2 領域以上に亘り基準未受光足である場

合、 当該文学に対するアクレディットは拒否される。

ところで、 この新たな質保証システムにあっては、 自

己評価の過程で評価基準の充足状況を証明するに当仏

大学が独自の評似指標を設定することを認めるなど、 大

学の 自律性への配慮が払われている。とは言え、 岡有の

評価暴準を設置・運用できるのは、 大規模大学、 伝統校

に限られることなどを考慮して、 大学評価院は評価指標

のモデル (例) を用意し、 上記大学以外の大学の活胤の

使に供している。

〈表ー1)評価対象の領域・分野、 評価基準数

辞儲領域 評信基準の分野
1 ミッνョン、 将来m雪 u，ソンヨJ及ぴ数千守口的

野髄"当事政

1，2持家計5， 将微を伸奈させる"街の?有口t 2 

， ，悼の附属

l.3 Òè除去

: 2.1教只

2.2 mn 

2.0学生

3 教育 " 欽符プログヲi

"教育作詞

3.3 !ð えの管沼

"教育上の成来

，開の人的 物的問'-1.1教育上の制限滋

， ，隠政運営

6 徒会寅認

以よ‘ 6錫緩

" 学生支mの条件盤傍

，.，図書絡役

忌2財源

" ヲ算及びその執行

5.3会計民支

日社会flW加方針と完結

lJ上 "分"

， ，問問充足1昨日

3 

以内問R足腕"

; 4 (うち 必須充足)!，1l!1)

3 

1 

"うち z枇足紳2)

計54 nちk-!)Ï乏尽，!;1l'iGl

を: Kore聞Council fpr University Education“C巴ntcr fOf University Accr吋itation"

P.S の“Structure of Evaluation Content". Centcr for Univcrsîty Accreditntion 

“Hnndbook on University Institutio!lalA�reditation 2011 Korca" PP24'25 

の “Evaluation Criteria hy Evaluntion Cntcgories nnd Areus" に健る。
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.[大学機関評価委員会} 訪問調主主の実施。

. [大学機関評価委員会・評価・審査委員会] 委員会特亙荷の調整と評価報告書の起案。

トご . [大 学ト [大学機関評価委員会] 評価結果に対する意見集約、 評価報告書の完成。
;ステyプ61

J\ �一一一 -

ト[大学;機関アクレディテーシヨン委員会} アクレディテー、ンョンに関わる決定と最j
片山竺竺空竺、ーマv7"1''T-C/3/問布告書の大学への伝達。 J

\/ 

※ 

. [大学] アクレディテーションの結果の受容もしくはその拒絶。

(拒絶の場合) [異議申立審査会] 具議申し立て事項の審査。
・[大学機関アクレディテーション委員会] 上記を受け、ヒアリングの実施と最終結
果の決定・公表。

. [大学]及び[大学評価|境] アクレディッ卜された大学については、 基準適合報告書を提出。
・[大学]及び[大学評価院] アクレディットを延期された大学については、 1年以内にアクレデ
ィテーション受審の再申請。 アクレディットに失敗した大学については2年後に、 アクレデ
ィテーショ受審の再申請。

Korean Council for University Education， Center for University“百andbook
on Universi ty Insti tutional Accredi tation 2011 Korea" P.8の“Institutional
Accreditation System Processes" を基に作成。

(図ー1)大学教育協議会・大学評価焼の「大学機関アクレディテーション」プロセス
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大学評価院において、 アクレディテーションを担う中

核的な会議体は、 円三学機関アクレディテーション委員

会 ( Institutional Accreditatíon Committee) Jであり、

アクレディテーションの認谷に関わる判定を行う。 ま

た、 大学評価l涜事務局に直結する実務的な評価会議体と

して、「大学機関評価委員会 ( Institutional Evaluation 

Commiもtee)J、「 評 価・ 審 資 委 員 会 (Evaluatíon Re

view Committee) Jが置かれている。 また、そこにはf呉

談申立審査会 (Committee of Appeal) Jも置かれている。

さらに、 評価実務を実質的に担 う事務局の内部に、「ア

クレディテーショ ン 企画班 ( Accreditation Planníng 

Team)Jと「アクレディテーション運用班 ( Accredita

tion Management Team) Jとい う常設の部署がある。

大学評価院が運用するアクレディテーション・プロセ

スについては、(図 1) I大学教育協議会・大学評価院

の『大学機関アクレディテーションjプロセスjを参照

されたい。

アクレディテーションの受審を希望する大学は、 自己

評価報告書を提出する。これを受けて、大学評価院の「大

学機関評価委員会Jが、書面審査と訪問調査を実施する。

これらの検証を踏まえ、「大学機関評価委員会Jは、「評

価・審査委員会jと共同で評価結果 (案) を起築し、 同

案に対する意見集約を行った上で、 大学機関評価委員会

が評価報告書を完成させる。 こ うした一連の手続を経た

のち、「大学機関アクレディテーション委員会」が、 ア

クレディテーションの認否に係る判定を行う。 判定結果

は公表され アクレディテーション結果報告書が当該の

大学に伝達される。 なお、 アクレディテーションの結果

に呉を唄えた大学は、「異議申立審査会Jに審査申し立

てを行 うことができる。 当該審査を経た上で、「大学機

関アクレディテーション委員会」 はヒアリン グを行い、

あらためて最終判定を行い、 その結果を通知し公表す

る。

大学評価院により、 大学機関アクレディテーション委

員会を通じてアクレディットされた大学のアクレディ

テーションの有効期間は、 5年である。 アクレディット

された大学は、 その決定のあったi時から、 2年後に、 評

価基準に適合していることを証明する基準適合報告書を

提出することが義務づけられている。 報告書の作成に当

り、 大学が、 既存のデータ・情報や資料を活用すること

について、 大学評価践としては、 柔軟に対応する。

一方、 アクレディットを延期された大学は、 1年以内

にアクレディテーションの待申請を行うものとされる。

アクレディットされなかった大学は、 2年後の碍申請が

可能とされている。

(4)大学質保証システムの今後の方向性 小括ー

韓国高等教育界にあっては、 近年の少子化に伴い、 入

試判定を通じた学生の質の維持が次第に困難となってき

ている。 こ うした状況を背景に、 産業界などは、 単位の

実質化を図ることや学生の卒持の仕上がり皮を重視した

質保証、 換言すれば学習アウトカム重視の質保証システ

ムの構築を求めている。 また、 高度なグローノリレ人材育

成の観点からも、 学習アウトカム重視の質保証の必要性

が高まりつつある。 こ うした要誌に対応させるべく、 政

府の詩;等教育政策として、 学習アウトカムを定式化しそ

の運用を図ろ うとする動きも顕在化しつつある。

ところで、 上述のよ うな韓国高等教育界を取り巻く状

況や、 最初に見た「キャンパス・アジア構想Jの進展な

どを背景に、 具体的な機関アクレディテーションを担っ

ている大学評価院も、 大学の質保証のグローバルな通用

性を高めるべく、 アウトカム評価重視の方向性の模索段

措にある。

現在、 大学評価院の質保証は、 上述の如く、 法令準拠

の厳格な確認を通して、 大学教育の質保証をI\lJることに

i主力されている。 そ うした関係から、 大学評価腕の評価

基準は、 傾向的に、 インプット評価の視点を多く含むも

のとなっている。 とは言え、 これまで兇たよ うな罰内外

からの要請に対応させるため、 大学機関アクレディテー

ションの枠組みの中で、「学習アウトカムJの自主的な

設定を各大学に求めるとともに、 その設定・迎用に係る

大学の努力の状況をメタ評価する取組が進められつつあ

る。

そしてさらには、 大学評悩i院として、 韓国、 中国、 日

本と共同で、 機関評価のプロセスで汎F目的に活用できる

「学習アウトカム」を開発するとともに、 これを共同運

用することの重要性に対する認識も高まっている。

「キャンパス・アジア構想」 の目指す国境を越えた大

学問教育交流を進める上で、 単位や学位の相互認定の仕

組み構築が重要である。 しかし、 単位認定等を伴う制度

化された大学問交流を進めるに当り、 関内大学の全体合

意を取り付けることが、 韓国囲内において、 図書tな状況

にある。 そこで、 日韓の大学質保証機関相互が、 学習ア

ウトカムを共悶で開発 運用することによって、 アウト

カムベースで行う質保証の効力の相互認証にも道を聞

き、 これを契機に大学問教育交流の問答嬰l却が克服され

ることにもつながると考えられている。

韓国の大学費保証の充実に関わる動きとして、 先にも
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がらも民営となっている。 民間の高等教育機関の特徴と

その変遂については、曹 (2006)、童書、黄 (2009)に詳しい。

中国の高等教育のもう一つの特徴は、 その規模と急激

な発展である。 1998年の121世紀に向けた教育振興行

動計図」は、 当11寺9.8%であった大学進学率を2010年ま

でに15%に引き上げる目擦を掲げた (中図総合研究セ

ンター2010)が、 この臼標は2002年に阜くも達成され、

2005年には21.0%、 2009年には24.2%にまで迷している

(教育部HP)。

高等教育の構造について、 機関数と学生数を表すと、

表I、 表2 のようになる。 普通大学が2，305、 大学院生

を育成する機関は315 の科学研究機構を含めて796、 成

人高等教育機関やその他民間高等教育機関を加えると、

4，000 近 い高等教育機関が存在する。 そして、 学生数は

およそ3，000万人弱である。 日本の学部教育と中国の本

科教育とを比べると、 日本の4年制大学数 (大学院大学

を含み、 通信制のみの大学を徐く)が780 であるのに対

して、 中医lの本科大学数が1，090 と、 機関数としては大

差ないが、 日本の学部学生数が257万人であるのに対し

て、 中国の普通大学本科学生数が1 ，180万人と、 学生数

では4倍に達する。 専科 (短期大学に相当)や成人教育

の規模が大きいことを勘案すれば、 その規模は 日本のそ

れを遥かにしのぐ状況となっている。

( 2)中国の高等教育の質保証システム

中殴における高等教育の評仰iに関しては、 一般に3つ

の段階があったとされる。 第一は1985年から1994年ま

での評価に関する啓蒙と理論研究の段階、 第二は1994

年から2002年までの教育活動評価の試行と模索の段階、

第三は2003年i孔降の教育活動評価の制度化の段階であ

る。 第二段階で行われていた評価は、 主に1976年以降

に新設された本科大学に対する「合格評価j、 国家2重点

建設大学の教育活動に対する「俊秀評価j、 そしてそれ

らの問の大学に対する「無作為抽出評倒」 である (劉

2006、 張彦道2009、 張腕鵬2009)。

中国の評価制度の導入については、 張彦道 (2009)が

端的にその性質を評している。f中国高等教育の発展は

規模拡大の時間が短〈、 速度が速く、 振幅が大きかった

ために、 最も直接的には巨大な教育投資が求められるこ

ととなった。 この結果不可避的にハード函での設備不

足、 教員の人材不足などの問題に直面することになり、

これは教育の質の低下をもたらした。 大きく言うと、 中

国の高等教育評価の出発点は、 規模を急速に拡大すると

同時にいかにして各方面から高等教育への投資の増加を

促し、 教育の基本的な質をいかにして保証するかという

点にあったのである。」このような状況は、 まさしく日

本の高等教育の拡大と問様の様相を示していると言える

だろう。

教育部高等教育教学評価センターは、 これら3 つの評

価を統一的に行う機関として、 2004年8月に設立され、

普通大学の本科の教育に閲して5年にl図の評価 (大学

本科教育活動水準評価 (以降、 本科教育評価と表記)) 

が行われる ことになった。

語佃Iの指標は、 (1)大学運営のミッション、 (2)教員

の構成、 (3)教育の資説、と利用、 (4)教育プログラムの

開発と教育改革、 (5)教育管理、 (6)学風、 (7)教育効果、

(8)特色、 の8 つである (訳については、 張彦通2009、

1ft 2010、 などを参考に作成)。 各大学による自己評価を

基礎とし、 専門家による訪問調査を行い、 B的との適合

性を審査するという方法や、「評価による建設、 改善、

保証を繰り返す ことによりさらに建設する (劉2006)J

というように評価に基づく改善を目的とするなど、 方法

的には 日本の認証評価と共通する点が多い。 大きな相違

点は、 結果の示し方が、 優秀、 良好、 合格、 不合格の4

等級となっていることであり、 それにより過度に「俊秀」

を求めるとの問題点も指摘されている (張彦道2∞9)。

張l焼却島 (2009)によれば、 この第一次の本科教育評価l

については、 589 校の本科大学が評価iを受け入れ、 l千

人近 くの教職員 ・ 学生が「評{dliて、建設を促す」活動に参

加し、 延べ6千人の評価専門家が学内を視祭し、 10万点

余りの学生の答案用紙と卒業論文 (デザイン)を審資 ・

郎読し、 3万余コマの授業を参観したとされる。 そして、

評価を通じ、 全国の大学は教育の質に対する意識を-;問、

に高め、 政府が主導し、 学校が 自己�1'líIliし、 専門家と教

師 ・ 学生が共同参画する評価制度が 応確立されて高等

教育の質が装本的に確保され、 中国の特色を持つ高等教

育質保証システムを構築するための強固な基礎が築かれ

たと結論づけている。

その一方で、 問題点としては、「同一の尺度で全ての

大学を判断するのは、あ まり公平でなく、大学の個性化、

多様化にとっても不利であるム「評価結果￠優秀率が高

過ぎ、 社会の一般的な印象と関きがあるj、「評価は行政

的色彩が淡く、 大学は受け身の立場で対処しており、 学

校運営の自主性にある程度彩響したj、「評価のコストが

高過ぎるJなどが向調資から挙げられている。

以上のような問題点は今回の訪問調査からも確認でき

た点であり、 現在検討されている第二次の本科教育評価

を中心とする質保証への政府の関与と大学の 自主性 (中



東アジア閣の教育における大学問交流と質保証システム 29 

聞の大学はすべて法人格を有している)に関してどのよ

うにバランスを取るのかについて、 注目される。

なお、 中国には、 この本科教育評価の他に、 専科学校

における人材育成に対する水準評価、 私立大学におけ

る教育業務に対する適格評価、 専門的分野と特定項目

(テ} マ別)評価が教育部の他の部署で行われており、

煩雑な状況となっている。 また、従来からの985 工程 (世

界的に一流の研究大学を育成するためのプロジェクト)、

211工程 (21世紀に向けて100 の大学に重点投資をした

プロジェクト。 現在も継続。)も「大学許制」として、

中国の高等教育の中で重要な役割を果たしている。

さらに、 大学院教育の質保証については、 前述のよう

に図務院学位委員会が学科ごとに学位授与権を大学又は

科学研究機構に委任しており、 中国教育部学位 ・ 大学院

教育発展センターがその評価を行っている 。 任 (2006)

によれば、 2005年から6年ごとに定期評価を行う ことと

され、 評価によって大学または科学研究機構への学位授

与権の委任の継続、 条件付き改善指示、 取り消しのいず

れかの評価結来を得ることとなる。 また、 2000年から

博士の学位論文を羽11出して評価を行っている。

( 3)漸江大学の事例

概要.

i折江大学は中国を代表する大規模総合大学であり、 研

究大学である。 また、 社rr江大学は中国で最も古い大学の

一つであり、 その前身は1897年に設立された求是書院

とされる。 数度の校名の変更を経てその歴史は一度途絶

えるが、 1927年、 求是書院の跡に新たに国立第三中111

大学が設立され、 翌年に国立断江大学となる。 日本との

戦争によって一時四方に逃れるが、 1946年に杭州に戻

る。1952年の教育部による大学改革によって他の大学

と同様に多くの単科大学に分割、 統合され、 i折江大学 自

体は工学系を中心とする大学となった。1998年、 淑江

大学、杭州大学、 i折江農業大学、 市iìI医科大学が合併し、

新しい「祈江大学」が正式に成立した。i折r工大学は教育

部の夜絡を受けており、 最初に1211 プロジェクト」 と

1985 プロジェクトJに入選した重点大学の一つである。

2010年現荘、 5 つのキャンパスと7 つの学部、 6 つの

病院を持ち、 教職員数8，241名 (加えて病院に10，470名)。

うち教授1 ，336名、 准教授2 ，486名。 学生数は、 学土課

程に22，557入、 修士謀程に13，413入、 博士語Il程に7，398

人。 加えて、 学位fil/!程ではない成人教育と遠隔教育の学

生がおり、 総計40，000 人以上が在籍する。

訪問調査記録

訪問に先立ち、 質問を送付して、 文書で問答を受け

取った。 当臼はその問答に基づき、 口頭で質疑応答を

行った。 以下に記すのは、 それら両方をとりまとめたも

のである。

(Q1，2)評価が大学の質保証の役に立っか、 及び現行の

評価に関する意見

1998年以来、 高等教育システムの拡大にともない、

中央政府の教育部は量と質のバランスがとれた発展が行

われるよう、 高主寄f

ステムの充実を図つてきたo しかしながら、 高等教育に

関して国家レベルで質保証を司る統一的権威が欠如して

いるため、 中国における外部質保証システムは、 教育部

内の異なる部署によって取り仕切られており、 結来、 高

等教育諸機関にとっては煩雑で一貫性を欠くものとなっ

ている。実際、 詳細に応じる大学人は各種の笥価それぞ

れに多数の書類を作成するのに忙殺されており、 このよ

うな状況は好ましいものではない。 このことからも、 評

価システムを統一的な権威の下に単純化することが重要

である。

外部質保証システムと内部質保証システムの関係に関

しては、 伝統的に中悶の高等教育システムはきわめて中

央集権化されたシステムであり、 高等教育諸機関は機関

の 自治をほとんとミ持っていなかった。 このことは、 教育

部および地方 (省 ・ 特別市)教育行政当局からの外的規

制が常時行われ、 お等教育諸機関の内部において内面化

されているという事態を意味する。 機関の 自治が欠如し

ているということは、 すなわち外部質保証と内部質保証

がl汚一線上にi泣かれているということである。

この10年、 一部のトップ大学 (いわゆる12 プラス7 J

(北京大学、 精華大学、 南京大学、 復旦大学、 上海交通

大学、 西安交通大学、 所江大学、 中国科学技術大学、n台

余波工業大学))を中心にいくらかの権力が委譲され、

それによりトップ大学は国家及ぴ地方のガイドラインに

沿って、 独 自の調挫能力を発展させる ことができるよう

になった。 その分、 ある程度自由に教育プログラムやス

タッフの記誼を展開できるようになってきている。

漸江大学は、 2007年に本科教育評価を受議した。 こ

の評価は、 評価を受けた7 領域において、 評価に備える

ことで著しい進歩をもたらしたという点て、有議であった

と考える。 内部調護機能とインフラストラクチャーが強

化されたが、 これは大学における教育 ・ 研究の改善のた

めには良い ことであった。
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一般的に、 トップ大学とその他の大学の場合とでは本

科教育評価への接し方が異なる。 トップ大学 (特に北京

大学と消華大学)は、 外部評価に際しでもとりたてて準

備を行うことなく、 やり過ごすだけである。 他方、 地方

大学は、 競争的環境の中でランク向上を目指し、 少しで

も高い評価を得ょうと必死になっている。 評価結果は

ウェアサイトで公表され、 結果によっては予算を削減さ

れたり、 学生募集の停止命令を受けたりする。

今後の改善の方策としては、 第一に、 この閣の質保証

システムの総合的な5日発と実施の資任を担う、 強力で統

一的な権威をもった質保証機関が必要であり、 様々な種

類の異なるレベルに位誼づけられる高等教育諸機関に対

して一貫性のある政策のフレームワークを提示すべきで

ある。 第二に、 呉なる稜類の高等教育機関は、 それら

の機関の異なる性格を反映する異なる指標を用いて評

価されるべきである。 第三に、 国家資格7レ}ムワーク

(national quali五cation framework)、科目別ベンチマー

ク (subject benchmarks)と科目仕様 (subject spec述ー

cations)の開発が必要である。それらが成された眺には、

共通の悶家資格フレームワークが柔軟性をもって大学に

よって利用されるようになるであろう。

(Q3)アウトカムの測定 評価について

本科教育評価は8 つの指標に基づいて行われ、 高等教

育機関の 自己評価プロセスでもこれらの8つの指標が用

いられる。 その中に教育効果の指標がある。

学生の教育効来は、 異なるコースで教員ごとに巽なる

仕方でiJW定されている。 しかし、 自己評価プロセスにお

いて評価されるのは、 評価の枠組みに却して、 理論的・

実用的スキル、 創造性、 企業家 (起業家)的スキル、 卒

業計商と卒業論文、 精神的・身体的成長、 卒業生の社会

的威信と就職4状況である。

教育部は各大学の就職率の一覧表を持っており、 就職

率が卒業生の社会的威信に影響するので、 とても重要で

ある。 そのため、 数値を競う大学は、 就職率を上げるた

めに 自ら起業し就職口を見つけられない卒業生をそこへ

送り込むといったことも行われている。

今後のあり方として、 国家資篠フレームワーク、 科目

別ベンチマー夕、 科目仕様を適用していくことが、 教育

の質向上のためには非常に重要である。 研究評価につい

ては、 研究に熱心な教員のパーセンテージ、 国内外学術

団体のメンバーシップ、 論文発表数、 教員の国際的プロ

フイ-}レ、 地域貢献、 研究のための外部資金 (政府 ・ 非

政府)獲得額、 園内外における研究協力等が重要な指標

となり得ると考える。

アウトカムはミッションステートメントと密接に関連

するが、 ミッションステートメントに閲して、 例えば:折

江大学は世界クラスの大学を目指すと短っている。東ア

ジア地域では高等教育に対して選択と集中の理念で投資

がなされており、 予算獲得のための単なるスローガンか

もしれないがしかし、 この種のスローガンは重要であ

る。

中園田内における教員の流動性に掬して、 聞から束へ

流れる傾向がある。 中間の大学では職!惜 (教授、 劉教

授)に応じた教員定数がないため、 大学は無際限に教員

を受け入れ、 昇進させてしまう。「教授Jの肩書きは内

実として何も意味しない。 それゆえ「研究に熱心な教員

のパ}センテージjや「国内外学術団体のメンバーシッ

プjといった指標が重要になってくるのである。 グロー

ハルに活躍し、 地域に貢献する教員が求められている。

教育プログラムの開発と教育改革に関しては、 機関の

自治が拡大されるに従い、 自由なプログラムを設置でき

るようになってきている。 また、 現在、 インタ}ンシッ

プが戚んに導入されつつある。 中国の労働市場において

はインターンシップの経験は高く評価され、 学生の就職

率を高めるために重要である。 学生のラーニングアウト

カムには、 単に正認のコースの成績のみならず、 このよ

うな課外のインターンシップや学生 自治会の活動も含 ま

れる。!後歴書に書き込 まれる課外活動が多ければ多いほ

と就職に有利であり、 リーダーシップやコミュニケー

ションスキルといった能力が重被される。

(Q4) 自己評耐fi及ひ白内部質保証システムについて

自己評価は学長を中心としたトップダウンとボトム

アップのプロセスとなっている。 大学が最初に機関とし

て評価活動に着手し、 次いで学部と学科の自己評悩が行

われる。 最後に大学金体の 自己評価レポートが作成され

る。

これらの評価とは別に、 大学内の研究評価に関して

は、 中国の大学教員の実質的収入の半分が業絞と渡部Jし

ている。 給与の計算式ゃ業絞として勘定される学術誌は

大学によって決定されており、 教員は論文発表や外部資

金獲得のために必死になって働くことになる。 他方、 教

育評価の結果が教員の収入に影響を与えることはない。

また、 i折江大学ではすでに科目仕様、が適用されてお

り、 内部資保証に供している。 しかしその一方で、 コー

ス担当教員は、 フォーマットに従って使用教材、 授業内

容、 成絞評価の方法等の詳細lをすべてオンラインで開示
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しなければならず、 教員の多忙化をもたらしている。

(Q5) 東アジア圏の質保証に関する共通枠組みについて

共通的な質保証フレームワークは、 東アジア地域にわ

たる高等教育の認証情報の比l段を可能にするためにも、

透明性と可搬性を増すためにも、 重姿であると考える。

しかし、 現実問題として、 この地域の政府の政治的意志

を含む多くの困難があり、 実現は難しいと考える。

実現に向けては、 東アジア地域における専門職業人の

自由な流動の動態を見極めなければならないが、 当而、

動きが起こるような徴候は見えない。 しかし、 学生の流

動性をfâjめるという目的のためには、 この枠組みは有主主

であろう。

高等教育資格の相瓦認定については、 すでにアジア ・

太平洋の地域協定がある。 この地域協定は、 2011年12

月に東京で隠かれるユネスコの会談で改定される見込み

である。 このプラットフォームに基づいて、 われわれは

外部資保証のフレームワークの共通化を推進することが

できるであろう。 この種の共通化は、 束アジアのような

ilí;.地域レベルでスタートできることで、 高等教育にお

いて共通の資格フレームワークづくりを推進していくた

めには、 高等教育が協働するための準ー地域の政府間組

織が必要である。 情報の共有から始めて、 共通の資格フ

レームワークを開発し、 さらに科目に対応した職業資格

の指標を開発していくことになるであろう。

(4)上海銅範大学の事例

概要

上海師範大学は上海市の所管する、 教員養成を中心と

した地域総合大学である。 全国的に教育の需要が拡大す

る中、 特に発展の著しい上海市の教員不足を解消するた

め、 1954年に設立された上海師範専科学校がその前身

である。1956年に専科を本科とすると問時に文化系の

上海第一師範学院と理科系の上海第二師範学院とに拡張

し、 1958年に二つの学続が合併して上海師範学院とな

る。 その後、 文化大革命の最中である1972年から1978

年にかけて華京師範大学等、 師範系の5校が合併して上

海師範大学となっていたが、 再び上海師範学院に戻り、

1984年に再び上海師範大学と改称。 その後、 上海技術

師範学院、 上海師範高等専科学校、 南林師範学校賞i凌衛

生保健師範部、 上海行知芸術師範学校、 上海旅遊高等専

科学校、 七海青年管理幹部学院を編入して現在に至る。

2010年現在、 2 つのキャンパスと16の学部、 81 の研

究センターを持ち、 他にも上海教員訓練センタ}、 上海

大学教員訓練センターなどを有する。

教員数2，918名。 学生数は、 普通本科に21 ，903人、 普

通専科に1，393人、 修士課程に3，922人、 博士課程に333

人。 加えて、 成人本科に10，519人、 成人専科に3，188人

が在籍する。 上海の小中学校の教員の70%がこの大学

の卒業生である。

訪問調査記録

訪問に先立ち、 質問を送付して、 それに従って質疑応

答を行った。

(Ql，2) 評価が大学の質保証の役に立っか、 及び現行の

評価に閲する窓見

現行の教育評価部による評価に関してはl回目の評価

が終わったところであり、 上海師範大学は2005年12月

に評価を受けた。 評価lは許制流通じた改革を進めるとい

う発想とされ、 学部レベルの教育の質を評価した。

第一次の評価の指襟はハード際、 すなわち建築、土地、

教室、 施設設備などが中心であったといえる。 また、 授

業に必要なことを一つ一つ権認するように、 授業の基本

的なjレ-}レ、 教科書、 試験問題、 成績許仙のあり方等に

ついて、 資料を収集、 精査した。 必ずしも大学教育は一

律に行われているものではなく、 今回の評価は基本的な

事柄について学部教育を標準化するために役立ったと考

える。

しかし、 実際のところ、 質を高めるための評価ではな

く、 質の低い大学を標準に合わせるための評価であった

と言える。 学生の学習、 向上、 教員による授業、 教育な

どに役立っていない制度面を見るだけで、 外見的なも

の、 市Ij皮臨がÆ:視され、 教育の中身に立ち入ることはな

かった。 すべての大学を1 つの標準で評価したため、 評

価のプロセスの中で問題点を発見、 自己点検、 自己評

価、 そういったことを見る機会にはなったが、 有名大学

にとっては意味が無いだろう。

今、 中国で問題となっているのは、 私立大学である。

上海には2000年頃からできはじめた私立大学が十数校

あり、質的な問題がある。私コミの数員は、身分はサラリー

マンと同じであり、 国公立の大学の教員と比べて収入は

半分以下で、 授業時間数は非常に多い。 このことが問題

を生んでいる。 そのような大学では質向上以前の段階に

あるので、 まず基本的なところを整備し、 一定の質を確

保しなければならない。 そのような大学の質を高めるた

めには有用であったと考える。 上海市内では上海市が評

価を行っている。 上海市はχ学に補助金を出し、 大学の
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教員の保険を支払っており、 そのためにも評価は必婆で

ある。

今後の諜題としては、(l) 大学を分類し、 類型別に評

価基準を設定し直し、 異なる評価を実施すること、(2)

専門分野別評価を導入すること、(3) 国際的水準で研究

大学を評価することが必要であると考える。第二次の評

価は現在大学で検討中であり、 復艮大学、 北京師範大学

などが原案を作成したが、 まだ決定していない。現在は

大連理工大学が新しい案を作成している。

(Q3) アウトカムのìlliJ定 ・ 評価について

本科教育普I'ftlliでは教育効果の指標があり、 相応の対応

をしているo 大学としてのアウトカム評価については現

在、 模索中である。アメリカの大学のやり方を導入する

べきか否かを検討している。AHELOなども情報として

は入っている。精華大では大学における学生の経験を学

生にアンケ}トし、 アメリカと中国の場合を試行的に比

較研究している。いずれにせよ、 今後の課題と考えてい

る。

(Q4) 自己評価及び内部質保証システムについて

内部質保証システムの要領を政府の要求に従ってまと

め、 それに�IJって質保証を行っている。学内のgf-臼iと質

保証の主体は学長であり、 全権が学長に集中し、 あらゆ

る事柄について大学全体として動いている。そして全て

の教育関係の事柄の中心は教育事務部(全学の教務部)

であり、 その役割が大きい。学部教授会は、 教育事務音1\

の要求を拒否できない。

授業評価については、 学生による授業評価があり、 授

業評価の結果は本人にだけ知らされる(但し、 学部長は

見ることが出来る)。授業評価の指擦を作ることは難し

く、 現行の評価指擦に多少の問題はあるが、 授業評価は

効果的かつ合理的であると考えている。学生はさi該の授

業の授業評価を行わなければ web上で成絞を見ること

ができないため、 防�j([fi(立高い。

教員に対して、 授業評価結果に関しての罰則はなく、

個人的に注意や指導がなされる程度であり、 制度化され

たものはない。10年ほと前から退職した教員が現職教

員の授業を評価するというようなことが行われてきた

が、 これは現職教員のI罰では評判が惑い。 また、 若い教

員には指導員をつけて改善するという制度もある。さら

には、 学生によって収集された各授業についての情報

もある。大学の教務課が学生モニターを願んで実際の授

業の情報を収集し、 大学に提出するものであり、 やり方

には疑問があるが意味はあると思う。授業改善について

は、 グッドプラクティスのコンべなども考えられる。

教員の評価については、 教員が昇進するためには専門

教科の授業についての論文(却f究論文ではなく教科教育

法についての論文あるいは実践報告 ) を書き、 学術雑誌

に載せる必要がある。教員の評価は、 教育の実施(8持

照程度) は最低限要求され、 それに加えて研究成来を出

すことで給料が追加されていく。給料は人により異なる

が、 基本給と成果給が半々程度であり、 研究の補助金や

奨励金の数パーセントは収入とすることができる。

質保証の重要な観点として、 論文審査がある。上海師

範大学のすべての修士論文 博士論文は上海教育評価院

を通して他大学(博士論文は他省の他大学3箇所) に送

られ、 他大学の教員によるブラインドでの森査が行われ

る。なお、 話価院を通して他大学から送られてきた論文

を審査するとl 本500元の審査費用が出る。 また、 学内

でも教育事務部により引l窃がないかどうかを事務的に

チェックしている。チェックのためのソフトは医l家図書

館が配布しており、 引用ではない部分で10%の重複が

あると測窃と見なされる。

さらに、 博士論文は全て国家図書館に保存されるが、

全国の博士論文の中でいくつかの論文を抽出して評価し

ている。去年から、 一定の質を満たしていないと評価さ

れた場合には、 当該の指導教員はそれ以後大学説での指

導をf子うこと地支できなくなった。

それ以外にも、 学部の授業で、 コース授業担当教員と

期末試験担当教員とを分離する試みを検討したものの、

実現には至っていない。

中長期計画との関係については、 現在、 5年言|闘で悶

家がEH�を設定しており、 それに合わせて図家レベル→

市レベル→大学レベルと中長期計画を決定している。大

学の活動については、 計画の遂行に刻する確認は学生数

などの定量的な成果が主であり、 そのために制度的に評

価を行うことはない。しかし、 大学は計画と関連を持っ

た活動を行っていることは確かである。大学や研究所が

良い成果を出せば、 上海市から重点拠点として指定さ

れ、 さらに良い成果を出せば、 悶から重点拠点として指

定されることになる。

(Q5) 東アジア圏の質保証に関する共通枠組みについて

最も懸念されるのは政治的なことである。鳩山元首相

の「東アジア共同体J発言は、 中国のマスコミによって

批判的に報道された。対中間、 対韓国としては、「束ア

ジア共同体jのイメージは惑し束アジア共同体の延長



東アジア劉の教育における文学ìM)交流と質保証システム 33 

線上で高等教育の質保証が捉えられるのはよくない。ど

のような名前を付けるかについてよく考えた方がよい。

またその意義についてはあ まりないと考える。

( 5)上海市教育評価院からの聞き取り

概要

上海市教育評価院CShanghai Education Evaluation 

Institute、 以下 SEEI) は上海市の一機関として、 上海

市教育委員会等と連携し、 高等教育、 基礎教育 ( 幼小中

高)、 職業 ・ 成人教育、 各種民間教育機関などの評価を

担当している。また、 上海教育評価フォーラムを開催す

るなど学術交流、 研究活動も行っている。交流活動の一

環として、 2009年からアジア太平洋質保証ネットワー

ク ( APQN， Asia-Pacific Qua!ity Network)の事務局を

担当している。フィリピンの PAASCU (the Philippine 

Accrediting Association of Schools， Colleges and Uni

ve四ities)、 タ イのONESQA (the Office for National 

Education Standards and Quality Assessment) など

との交流も行っている。

訪問調査記録 :

訪問に先立ち、 質問を送付して、 特に SEEIには外部

質保証機関として評価する側から情報の確認を行うこと

を目的に、 質疑応答を行った。

SEEIはt海市配下の地方評価機関であり、 上海市政

府からの多様な要望を受け、 上海市の教育レベルを高め

ることを目的とし、 その取り組みおよび成果を全国へ広

める活動を行っている。SEEIは大学等の高等教育機関

設置前審査も担当している。そして新設大学について

は、 一期生が卒業するまでのモニタリン グも行う。た

だし、 新設大学の教育評価に基づく質保証は教育吉1\が

担当している。SEEIは悪い教育評価の大学に専攻の閉

鎖などの命令を出すが、 最終決定は上海市教育部が行

う。SEEIは、 プログラム評価、I品業専門学校評価、 ア

クレディテーション、 教育研究評価なども担当してい

る。2011年から業績述邸J型資源配分評価 (performance

based budget allocation evaluation) のパ イロット ・ ス

タデイに取りかかる予定である。

SEEIの評価活動に関して、 教員ほ治、研究者は、 恭il，

作成、 評価部会メンバーなどとしてアドバイスやピアレ

ビューに協力するが、 学協会として協力する体制ではな

し、。

中国全体での高等教育評価については、 かつては金大

学一律の基準で評価していたが、 現在は、 例えば、 1211

プロジェクト」および1985プロジェクトJのトップ大学、

教育重視大学などのグループ分けを行い、 そのグJレ}プ

ごとに異なる恭準で評部lを行う方向で検討中である。

修士論文の外部評価制度については、 1998年から上

海市管轄の全ての大学で実施されている。省や地域で方

法は異なるが、 中悶全土で行われているシステムであ

る。その目的は、 論文の質の管理 (qua!ity controllで

あり、 論文の質の向上につながっている。また、 教員の

意識改革にもつながった。会ての論文をチェックするか

どうかは大学が判断しているが、 一件ごとにお金がかか

るので、 大学の予算に余裕があるかどうかも判断材料と

なる。上海姉íliU大学は全ての論文 (修士 ・ 博士)をチェッ

ク対象としている。全大学の全論文だと教員の負担が大

きいので、 上海では、 通常、 SEEIがランダムに論文を

抜き出しチェックしている。

内部質保証と外部質保証との関係については、 外部質

保証は内部質保証に基づくべきであり、 質保証の責任は

大学にある。トップレベルの大学は、 内部質保証により

f1fを維持できるが、 レベルに低い大学 (新設のカレッジ

など) は、 外部質保証により規制し、 質保証の援要性に

気づかせることから始める。その際、 SEEIは内部質保

証システムの整備をサポートする。

さらに、 内部質保誌、 外部録保証と機関の自律悦の関

係については、 内部資保証がしっかりしていれば機関に

自律性を与えてもいいが、 順番としては、 外部質保託→

内部質保証→機関の 自律性となるとのことであった。

これら質保証の問題は、 大学内の高等教育センタ一等

は関心を持っているが、 個々の教員の関心は低い。一部

の大学では、 独 自の指様、 基準を定めて毎年評価!してい

るところもある。

日中韓の質保証に関する共通枠組みについては、 日中

韓の高等教育において、 相互に情報公開、 情報共有、 透

明性の確保は重要との認識はあるが、 あ まり関心は高く

ない。共通枠組みとしては ENQAが参考になるだろう

と考えているが、 アジアではすぐには難しいのではな

いかとの見解であった。中国の大学においても、 MBA

の評価として AACSBの評価を受けたりするなとがある

ので、 プロ グラムレベル、 専攻レベルで共通の質保註

システムを構築するのは比較的楽に進められるかもし

れない。上海市教育部が化学工学 (chemical engineer

ing)のプロ グラム評価を準備しているなど、 上海でもメ

ジャ}プロ グラム評倒lを考えている。また、 大学評価、

高等教育評却Iiの更なる法整備も検討中とのことであっ

た。
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(6)小指

中国は急速に増大する高等教育議要に対応するため、

民間資金を活用しつつも中央政府の管理下での高等教育

セクターの発践を図っており、 その結果、 複雑な高等教

育制度がより複雑化し、 特に私立大学で顕著なように夫

学教育の質的な問題点も顕在化するようになってきてい

る。 そのような状況下に行われた第一次の大学本科教育

活動水準評価は、 いくらかの問題点、 特に質の高い大学

からの不満はあったものの、 中国国内のすべての本科教

育に対して最低限の基準を示し、 そして最低限の質保証

を行った意義は大きいと考えられる。

各大学が行う内部質保証は、 同評価においても各大学

で 自己評価iを行うこととされ、 教育部の指導の下で制度

化されていた。 しかしながら、 各大学の受け止め方は形

式的評価という考え方が一般的であった。 それは、 大学

評価が大学による 自発的な質の向上に向かう前の「検

査」、 過去の 日本の状況で言うならば、 自己点検評価の

「点検Jに該当するものであり、 既に国家による管理の

下で検査をパスしている大学にとってはさほと高いハー

ドルではなかったものと考えられる。

検査という意味では、 すべての大学院が国務院学位委

員会の監督下にあり、 厳しい「抜き取り検査jがあるこ

とは注目に値する。 各大学の 自律性を担保しながらも、

最終成果は政府として検査し、 そして罰則が学位を授与

する側に与えられるという制度は、 おそらく有効に機能

するであろう。 実際問題として、 この由Ij度を日本に導入

することは凶1主である。

このように、 質保証の上では「検査Jの段階にあると

考えられる中間の公的な大学評価制度であるが、 調査の

結果明らかとなったのは、 むしろ大学独自の質の肉上の

ための努力である。 質保証とは、 ある一定の質にあるこ

とを保証することで縦続的に質を向上させる仕組みであ

るとするならば、 この質の向上のための仕組みは確かに

内部質保証制度である。 教員の業績評価が給与と直結し

ているために、 研究面のみではあるが教員は研究するこ

とが求められており、 また授業評悩も相応の取組が行わ

れている。 授業内容を教育事務部に報告 する制度はやや

問題があるかもしれないが、 質の向上には有意義であろ

つ。

中間のこれからの課題は、 中国だ、けに限ったことでは

ないが、 外部資保証と内部質保証を如何に結びつけるか

という点である。

教育部で設定されている本科教育評舗の指標は、 外部

質保証も内部質保証も共通である。 したがって、 項目と

しては完全に関連している。 確かに、 評価への準備作業

によって質の向上は図られるが、 大学の自発的かつ継続

的な内部質保証はそのような抑し着せの指標では災現し

ない。 個々の大学による 自闘な選択と解釈が許されるべ

きであり、 自由度を卜分に活かすことこそが重姿であ

る。

また、 大学組織のあり方にも懸念がある。 学長は教育

部によって任命され、 学長が学部長を任命し、 学部長が

学科長を任命する。 このように官僚主義的なシステムの

中では、 各管王理者は上長の意向に追随するばかりであ

る。 この懸念は 日本でも同様である。 現場を中心とした

意思決定を重視し、 密なコミュニケーションによって管

理者と教職員のコンセンサスを図り、 ボトムアップの力

をいかに機能させるか、 言い換えれば、 今、 従来の自治

の機能が関われている。

外部質保証と内部質保証の連携については、 新しい話

題として、 2010年11月に、 14の外部質保読機関と208

の大学の内部質保託部門の連絡協議体として「会園高等

教育質保証・評価機関協力会」 が成立した(教育部高等

教育数学評価センター2010)。 このような動向を含め、

日本の質保証システム、 及び 日中韓の共同の質保証シス

テムへの示唆を得ることも必要であろう。

加えて、 高等教育の多様化にともなって、 異なる稜類

の機関、 異なる種類の学習様式において習得された知識

や技能が何らかの仕方で相互認定されなければならない

ということは、 グローパル化符代の要請である。 中図で

は、 学術的な資格がE重視される反商、 職業的な資格は綬

干nされる傾向がある。 科目仕様は一種の統一的フォー

マットであるが、 教科のプログラムデザインを開発する

ために重要であると考える。 これらの標準化された参照

ツ}ルを用いることで、 より一層高等教育の改善が促進

されるであろう。

5 台湾調査の概要

(1)台湾の高等教育の概況と質保証体制をめぐる現況

まず、 最初に、 台湾における高等教育の概況を見てお

くo 台湾は、 2010年度の THE(Times Higher Educa

tion)による世界大学ランキングで、 国立精華大学(107

f立)、 国立台湾大学 (115 位)、 国立中山大学(163 位)、

罰立交通大学(181位) の4 大学がトップ200に入った。

ランクインした大学数では、 韓国、 香港に匹敵してお

り、 中国(6 大学)、 日本(5 大学)と遜色ない状況となっ
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ている。2010年度の THE世界大学ランキングが制度変

更によって特別な状況にあるにせよ、 東アジアにおける

主要な地域の1 つとして無視できる存在ではないであろ

う。高等教育進学者の割合は、 台湾では過去10年間に

120%増大し、 大学数は2009年の11寺点で163 を数える。

学生数は65%増え、 約130万人 (台湾の人口は約2千3

百万人)。進学対象者に対する高等教育機関のアドミッ

ションレートは98%であり、 台湾の高等教育は、 すで

に大衆化段階を過ぎてユニバーサル段階を迎えている。

大学進学率はきわめて高く、 76五%である (2009年)。

近年は授業料の高騰も進み、 概ね国立穴学で1，800USDI

年、 私立大学で3，3日mSDI年である。

次いで、 質保証体制に関する現況について見ておく。

2005年に大学法が改正され、 153機1M]の共同出資により

第三者評価機関としてHEEACT (Higher Education 

Evaluatìon and Accredìtatìon Councìl ìn Taìwan:財幽

法人高等教育評鐙基金合)が設立された。翌 2006年か

ら5年サイクルのアクレディテーションが始められ、 現

在、 第2)明日を迎えている。

( 2) HEEACTの活動について

HEEACTの主要な業務は、 各穣の高等教育評価活

動に加えて、 ランキン グシステムの開発である。本項

の執筆者 (望月)が昨年も参加した、 2010年度年次総

会でもフォーラムのテーマはDnnovatìon and Trend 

in Rankings and Qua1ity Assurance of Higher Educa

tionJであった。

台湾では、 様々 な大学ランキングが行われている。

WOS Papers Ranking、 ESI Papers Ranking、 Perfor

mance Assessment on Unìversìty and Industry Col. 

laboratìon、 Patent Ranking、 Performance Rankìng 

of Scìentìfìc Papers for World Unìversìtìes、 College

Navìgatorなどがある。なお、 これらの内、 最後の2 つ

のシステムはHEEACTが開発した。 これらのランキン

グシステムついては別稿 (1多様化する大学ランキン グ

- HEEACT国際会談 (2010年)報告 - r大阪大学大学

教育実践センタ}紀要第7号 (2011.3)所収)で紹介し

たので説明は省略する。

(3) HEEACTの現行の外部質保証システム

HEEACTが行っている外部評価は、 機関アクレディ

テーションに力Hえてプログラムアクレディテーションで

あるが、 これ までのところは主としてプログラムアク

レディテーションが実施されてきた。2006年から2009

年春までに、 のベ82 機関の1587 学科・研究科における

2313 プログラムが評価を受け、 1961 プロ グラムが適格

認定された。2011年から機関別評価が実施されている。

具体的な評価手法は、 次の通りである。各大学の学

科 ・ 研究科の 自己評価に基づいて専門家による外部評価

が行われる。ピアレビューと2 日間の訪問調査が行われ

る。HEEACTが設定した規準と指標の基準を満たす場

合にはプロ グラムは適格認定される。それを満たさない

場合、 もし学科 ・ 研究科が 自ら欠陥を短期間の内に改善

する能力を有すると判断されればプログラムは条件付き

認定とされ、 翌年再評価が行われる。不認定とされた場

合、 そのプログラムは翌々年に再び評価を受けなければ

ならない。結果はレポートとしてとりまとめられ公表さ

れ、 文部省に送られる。認定されたプログラムにおいて

は学生増が許される。不認定の場合、 文部省による行政

指導がなされるという。最悪の場合にはプロ グラムの廃

止が命じられる。

(4)外部評価と内部質保証システムとの関係 国立陽明

大学の1教員から見た現状

現場の大学教員から開き取り調査を行った。現行の外

部評価が、 どのように大学等の高等教育諸機関内部での

教育 ・ 研究の内部質保証に寄与しているかという質問に

対しては、 総論としては、 現段階では個々の機関で評価

活動が教育・研究i活動の安保証にどのように寄与して

いるかを確認するには、 時期尚早、 もう数年かかるの

ではないかという答えであった。回答者の勤務する底l

立|場明大学は、 全学の教育・研究に挟!してHEEACTの

評価、 涯学系教育に関して TEMACの評価を受けたが、

HEEACTによる評価の結果は教育省からの資源配分の

|祭に参照されることがあるという。 また、 TEMACによ

る評価は、 2 つの変化をもたらした。そのIつは、 教育

研究組織 (学部 ・ 学平)の再編である。教員・研究者数

と研究のパフォーマンスクレジットが改醤された。これ

により、 例えば、 法礎科学系 (生理E学、 解剖学、 薬理学、

寄生虫学)のいくつかの研究所が、 生命科学部から医学

部へと所属変更が行われた。もうlつの変化は、 医学部

生とその他の学部生向けの講義 ・ 実智設備の改善のため

の大学からの財政的支援が強化されたことである。

しかしながら、 現場の教員として抱く、 これらの評価I

活動に対する率直な気持ちはといえば、 それは、 教育と

研究の重労働に加えて、 教育と研究の河面にわたる評価

活動のために準備を整える、 そのためだけに多大な時間

と資源が費やされていることに対する不満である。それ
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ゆえ将来は、 評価のプロセスを、 どうにかしてもっとシ

ンプルなものにしなければならないと考えている。 同時

に〔評価活動に貨やされる〕支出を減らす必婆があると

考えている。 こうした気持ちは、 我が国の大学教員が抱

くものと同じであろう。

自己評価プロセスにおいてJHいられる、 教育評価iの規

準あるいは指標は、 (1)設備・器具と教室の容量、 (2)学

生対教員の比率、 (3) 教員の教育スキルに対する学生の

批評、 (4) 学生の達成皮である。 教育評価に関して、 ア

ウトカム評価が重要視されている。 国立陽明大学の医学

系生理学教室では、 学部生のための生理学コースを再編

成し、 筆記試験の成績 (学生の達成皮) と試験問題の正

解率の分析により、 ラーニングアウトカムの評価を行っ

ている。 また、大学院生については、筆記試験に加えて、

授業中のインタラクション、 プレゼンテーションとデイ

スカッションのパフォーマンスの測定によりラーニング

アウトカムの詳細fiを行い、 教育内容の調整を行ってい

る。 その|捺にも、 回答者が強調するのは、 個々の教員の

教育スタイルと個々の学生の学省方法の自由選択を尊重

する必要である。 教育内容のみならず教育スタイルまで

もが段、準化されるならば、 教育の個性は失われてしまう

であろう。 問答者は、 大学から諜せられた学生による授

業評価を行うと伺l時に、 個人的にも独自の授業アンケー

トを実施しているが、 それによって 自分の教育スタイル

に合ったラーニングアウトカムの個性的な評側と分析が

可能になると述べている。

他方、 研究評価の規準あるいは指標は、 主として学術

論文、 外部資金獲得、 特許訴さである。 問答者は、 客観的

に見て、 これらの規準あるいは指標は妥当だと述べる。

しかし、その一方で、個人的な意見であると断ったよで、

次のようにも述べている。

「たしかに、 批判的な評価システムを確立する必要が

あるということは、 競争が激しく、 資金が限られている

という事態を意味しているのでしょう。 しかしながら、

私が個人的に重要だと思うことは、 人間性、 現災の生

活、 個性の尊重を考慮に入れた評価システムを確立しな

ければならないということです。 ー 荘、は、 専門職業人

として 自覚が大切であることを確信すると問時に、 人生

が多様であることを認め、 それを尊重したいと願ってい

ます。J

教育者であると河時に研究者としても業績を評価され

る立場にある大学教員は、 市場化が進められる業界の中

で年々外部資金の獲得を迫られている。 資金を得るため

には次々と見栄えの良いプロジェクトを立ち上げ、 短期

的に目に見える成果を挙げることが求められる。 しか

し、 そのために長期的な視野でものを見る管慣が失われ

ではならない。 ほんとうの意味で，、類の幸福に貢献す

る研究は、 それが短期的には成果を挙げることが困難な

ものであっても、 息長く続けられなければならない。 ま

た、 大学教員になるためには大学院でのトレーニングを

修了してから、 専門職業人として独り立ちしていく まで

には、 長い人生のl時間を要する。 回答者は、 女性である

が、 その問には結婚や出産などの出来事があったであろ

う。 それらの事情を個人的なことだとして退けるのでは

ない、 男i主であれ、 女性であれ、 研究者の活動を、 彼

ら ・ 彼女らの生活基盤も考慮した上で、 生涯にわたって

支援、 能力開発を促すような個人評価のあり方が追求さ

れなければならないのではなかろうか。 回答者は、 狼得

した外部資金を後]12のトレーニングのためにも使ってい

ると述べているが、 そういった点も高く評価されるべき

であろう。

機関評価に関しては、 実施壬体は大学執行部であり、

回答者は 自らそれに関与したことはないとして答えを差

し控えている。

さて、 上のような現場の1 教員の聞き取り調査に対す

る回答から浮かひ、上がってくる、 台湾の1 大学における

外部評倒!と内部質保証システムとの関係は、 どのような

ものであろうか。 大学執行部のメンバーではない現場

の l 教員にとって、 H EEACTや TEMAC の評価が大学

の 自己評制fiプロセスをどのようにシステム化するもので

あるかについては、 実際、 それほど明確な意識をもたら

しはしないことは、 おそらく 日本でも台湾でも同じこと

であろう。 ただ、 現場においても変化は碓実に起こって

きている。 学部コースの再編成、 ラーニングアウトカム

の評価、 またそれに合わせた教育内容の拐殺など、 カリ

キュラムの改革と標準化の圧力は年々強まっていること

であろう。 教育現場では、 対応に追われつつ、 自由を奪

うような改革に対しては批判的である。 学生の学び方の

個性と教員の教え方の個性は尊重されなければならな

い。 また大学には、 競争的環境の中にあっても、 教育

研究者の育成を保障し得るような内部評価のあり方が求

められているのではないか。

( 5)台湾から見た東アジア地域における高等教育質保証

システムの今後の方向性

最後に、 東アジア地域における質保誌及び資格に関す

る共通フレ}ムワ}クの可能性についてであるが、 開き

取り調査の問答者は、 その可能性については否定的であ
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る。文化の多犠牲と独 自性を考慮し尊重する立場から、

東アジアであれ、 どこの他の地域であれ、 質保証や資格

に関して共通のフレームワークを設定することには賛

成できないと述べている。他方、 H EEACTは APQN、

INQAAHE， IREGのメンバーであり、 したがって、 こ

れらのネットワークで近年盛んに議論されている国際的

共通フレームワークに関する議論を共有しているはずで

ある。問題は、 東アジア地域のどの閣においてもそうで

あるが、 政府 ・ 評価機関と大学の現場との温度差であろ

う。さらに問題は、 特に台湾の場合、 中国との関係にお

いて、 この種の協議を進める際には困難が伴うであろう

ことは想像に難くない。現状では、 各聞の動静を見極め

たいというところなのではないか。

6 総指

これ まで見てきたように、 各閣の政府間レベルでは、

大学教育のグローパリゼーションに伴い、 大学の与える

単位や学位の等質性 ・ 等価i性の保証システム、 並びに大

学評価の効果に国際的な適用力を付与できるような悶境

を超えた質保証の枠組み構築を模索する動きが加速化し

つつある。こうした動きに呼応し、 日中斡31却の東アジ

ア留にあっても共通的な大学教育質保証枠組みの下での

大学問交流を目指す「キャンパス アジアj 構想が始動

した。

本調査研究は、 そうした質保証の共通枠組み構築に向

けた上述のような政策動向に対し、 韓問、 中国さらには

東アジア凶の重要な一翼をなす台湾における大学評価機

関や各大学の対応状況を把握し、 そうした政策目的の実

現可能性を考究したものである。

まず、 韓医lについて見ると、「大学評価院Jが担う大

学機関アクレディテーションは、 現時点において、 イン

プット評価の視点に立脚し大学のコンブライアンスの状

況を問うことに力点を霞いて運用されている。しかし、

その一方で、 外部質保証の枠組みの中で、 学習アウトカ

ムの自主的な設定を各大学に要請するとともに、 学習ア

ウトカムの測定 ・ 評価の営為の機能的有効性を間接評悩

するという取り組みも試行されつつある。また、 日本や

中国の大学評価機関と共同で、 機関評価に汎用的に活用

可能な学習アウトカムの開発に取り組むことの重要性へ

の認識も高まっている。

しかし、 単位や学位を地域間で相互認定することに対

し、 韓国国内の大学問の合意を取り付けるのは図書:11で、

上記学習アウトカムの共同開発を契機に、 そうした機運

を高めていくのが現実的な選択肢と考えられている。

ところで、 韓国を代表する総合大学のーである延位大

学のアクレディテーションに対する認識は、 そこではあ

く までもミニマム ・ スタンダードを充足していることの

保証が与えられるにすぎないというものであった。そし

て、積極的に悶際戦略を展倒していくため、グローパル・

スタンダードに機軸を据えた指擦を 自身の手で設定する

とともに、 これに恭づいて 自己評悩を系統的に実施する

ことの重要性が強調された。ここでは、 |主l際的に優位に

立とうとする大学には、 将来発展に係る戦略に獲合する

詳細目指標を 自ら設定した上で、 自己評価体制の効果的な

運用を通し、 その目的の実現を図ろうとする姿勢が寝間

見られる点に留意が必要である。

中限の大学評俄Iの中心的役割を担っている「教育部高

等教育教学評価センターJは、 学習アウトカムの重要性

を認識し、 評価領域の中にも問項目が加えられている。

同センターの大学評価は、 自己言評干佃姉lと評価機|関期の訪問調

査の組み合わせて

提としたf質4保証システムが殴レベyルレで石研確f在[立されていると

考えることもできる。

ただ、 漸f工大学のような中閲を代表する大学について

は、 教育プログラムの編成・運用、 人事の自由が確保さ

れるとともに、 内部質保証の効来的運用が期待されるな

ど相当程度の 自律性が認められている一方で、 新設大学

を含むかなりの大学の場合、「外部質保証jという「統

ibljJによってその質の維持を図ることが不可避な状況に

ある。例えば、 今関訪問誠査の対象とした上海師範文学

からは、 大学教育の質保証は、 ミニマムな条例の猿備状

況の検証を通じ、 恭本的な質の確保を図ることから始め

ることが必要で、 内部質保誌体市IJの運用に当っても、 そ

うした視点からこれを進めることの重要性について言及

があった。

大学教育の運営において、 自自皮の7�jい漸江大学は、

そうした 自律性発揮の一環として、 リーダーシップ、 企

業家的スキルなどの学習アウトカムを設定し、 その達成

度の測定 ・ 許'1íIIiを行っている。

中国の大学には、 大学問でその教育研究水準に相当の

開きがあることから、滞日江大学、 上海師範大学のいずれ

からも、 全ての大学を単一の尺皮で測ることの問題性が

指摘されるともに、 大学を類別化した上で、 各類別毎に

設定された評価基準を通じて質保証をすることが現実的

かっ効果的である旨の意見が示された。

東アジア地域に共i量的な大学教育の質保吉正の枠組みを

作ろうとする計画については、 そうした試みが、 大学教
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育の外部質保証の情報の比較を可能とし、 透明性と可搬

性を婚す上で重要と評価する意見も見られた。 しかし、

大方の意見は、 中国内部の大学問においでさえ、 その水

準にバラ ツキがあることなどもあって、 現時点ではそれ

ほど関心が高くはないことに加え、 政治的な阻害要因等

も作用し、 その実現への道のりは倹しいという認識で一

致していた。

台湾については、 大学評価を担う「高等教育評鑑基金

合」が、 現在、 機関アクレディテーションとプログラム

アクレディテーションを担っている。 また、 これとは別

に、医学系など、分野によっては、分野日IJアクレディテー

ションの制度も確立されている。

そこでは、 インプット指標に基づく評価手法に加え、

学生の達成度を図るアウトカム評価に係る指様も設定さ

れ、各大学の自己評価プロセスでは、 学習アウトカムの

測定・評価も評価対象とすべき仮要な項目となってい

る。 しかし、 その測定・評価に当つては、統一的な規格

に依拠して、 その営為の実施が�mいられるのではなく、

各教員の教育の 自律性が尊重されるべきである、と認識

されている。 そして、 学習アウトカムの測定 評価等の

結果如何で、 カリキュラムの再編や襟準化が強行される

ことに対しては、現場には批判も強く、 学生の学びと教

員の教育方法の個性や自律性へのト 分な配慮が必要不可

欠であると考えられている。

東アジア凶に大学教育質保証の共通枠組みを構築しよ

うとする構想については、現場の教員は、文化の多様性・

独 自性を考慮する立場から、 その推進に否定的意見が強

いとの印象を抱いた。

さて、 現下の我が国大学教育に対しては、 a)学生の

「学習の密度を高めるj教育への転換、 b)学生が卒l時に、

r {i可が修得できるかJ、「何ができるようになるかが明確

化されるとともに、 それに即した教育的営為が効果的に

行われること、 の2 点が強調されている。 そして、「キャ

ンパス・アジア」構想においても、 上記要請を基本的前

提に、 参加各国間で、 体系的なカリキュラムや効果的な

シラパス 成績評価の運営体制の整備とともに、 その機

能的有効性を検証できる「内部質保証Jシステムの確立

を図ることについて、 各国間で合意がなされている。

同構想への参加各国は、 いずれも一部大学で行われて

いる海外大学との大学凋教育交流を一層活発化させ、 自

国の大学教育をグロ}パjレなレベルに押し上げるとも

に、 優秀な外悶人留学生の獲得を通じて、 自国の社会・

経済構造の優位伎を確保しようとする戦略的な意図が垣

間見られ、それらの点において利害を共有できる部分が

少なくないものと考えられる。 しかしそうした国の政策

的意図に対し、 各簡の大学評価機関や大学の関係者の荷

では、それぞれの立場の遠いに応じ、「キャンパス・ア

ジアJ構想の早期実現に懐疑的見方が強いのも事実であ

る。

とはいうものの、欧州における経済統合とその破綻が

欧州域にとどまらず、 それ以外の国々の経済に飛び火し

ている例からもわかるように、政治、経済、 社会の多元

的領域で生起した困難を克服し多岐に亘る課題をグロー

パルな椛点から探求・解決するなど、 有為な活躍のでき

る人材の確保が間際的な規模で求められている。 冒頭に

もみたように、 政治的な立場の違いを捨象して、 いずれ

の国も、 今 日、 そうした人材育成を喫緊の課題と認識し、

各国が連携し、 グロ}パルなレベルで大学教育の質保証

をする方向で軌をーにしている。

こうした現状を直視すれば、 東アジア閣の地域間の大

学問交流をさらに活発化させるという視点から、 さしあ

たり 日本・韓国 中国及び台湾を構成メンバーとする地

域枠組みの中で、「大学Jを総体として評価する「機関

評価」プロセスで汎用的に活用可能な「学習アウトカム」

の共同開発を行うことや、 学習アウトカムの測定・評価

を軸とする教育の「内部質保証」の在り方に対する共通

認識を各種ワークショップ等を通じて酸成させていくこ

とが、「キャンパス・アジアj につながる実現可能な選

択肢であると考える。

そのためにも、今一度、 学生・教員・研究者の国際的

流動性を高めるといっても、 いったい何のためにそうす

るのかを明確に定義し直す必要があるだろう。 東アジア

地域における専門職業人の 自由な流動は、 日本の入問管

理がきわめて厳しい現状に鑑みても、 それは単なる夢で

しかない。 仮に安い賃金で働く専門職業人が大量に日本

国内に流入してきたとしたら、 その結果は想像に難くな

い。 ボーダーレスのヨーロッパ地域(EU)とは事情が

異なる。 共通化された高等教育閣の設立は政治的な問題

であり、 日・中・韓が文化と経済の衡において共戸lで

あっても、 政治的緊張が緩和されないかぎり、それは閲

難である。

ユネスコの地域協定に関して、 初めて会議が聞かれた

のは1983年である。 その後初年間、 進捗は思わしくな

い。 今回、 東京で聞かれる会談には各臨の政府を代表す

る官僚が出席する。 改定された協定は、 それぞれの割に

持ち帰られて、 検討される。 他方、 会議のパートナーで

あるAPQNには、 日 ・ 中・韓の3ヶ国もすでに加わって

いる。共通のフレームワークづくりに向けて、3ヶ悶は
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漸く出発点に立ったところであるといえよう。 (中国関係)
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